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パネル１

　障害のある受検者等で、学力検査実施上特別な措置を希望
する者は、中学校長を経由して、「障害のある受検者等に対す
る特別措置申請書」を原則として令和３年 10 月 18 日（月）
から令和４年１月 20 日（木）までに志願先高等学校長に提
出する。
　志願先高校学校長は、「申請書」を提出した者で、通常の学
力検査の方法では受検が困難と認める者について、県教育委
員会と協議の上、検査方法、検査時間及び検査場等について
適切な措置を講じる。

＊不登校等及び障害があることにより不利益な取扱いをするこ
　とがないようにする。

　欠席が多いことの事情や障害のあることによって生ずるこ
とがら等について、説明する必要がある場合、志願者は自己
申告書を志願先高等学校長に提出することができる。

障害がある受検者等に対する特別措置申請書




